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浄化槽設備士に関する省令（抜粋）

（免状の交付の申請）

第一条 浄化槽法 （以下「法」という。）第四十二条第一項 の浄化槽設備士免状（以

下「免状」という。）の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備

士免状交付申請書に法第四十二条第一項 各号の一に該当する者であることを証する書

類を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

２ 国土交通大臣は、免状の交付を受けようとする者に係る本人確認情報（住民基本台

帳法 （昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報を

いう。以下同じ。）について、同法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受け

ることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代

わる書面を提出させることができる。

（免状等の再交付）

第四条 浄化槽設備士は、免状又は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した

ときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。

２ 前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第四号による浄化槽設備士免状

・浄化槽設備士証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

３ 免状又は設備士証を汚損し、又は破損した浄化槽設備士が免状又は設備士証の再交付

を受けたときは、遅滞なく、その汚損し、又は破損した免状又は設備士証を国土交通大

臣に提出しなければならない。

４ 免状又は設備士証を亡失してその再交付を受けた浄化槽設備士は、亡失した免状又は

設備士証を発見したときは、遅滞なく、その亡失した免状又は設備士証を国土交通大臣

に提出しなければならない。

（免状等の書換え）

第五条 浄化槽設備士は、本籍（日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する

国籍）を変更したときは免状の、氏名を変更したときは免状及び設備士証の書換えを申

請しなければならない。

２ 前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第五号による浄化槽設備士免状

・浄化槽設備士証書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを国

土交通大臣に提出しなければならない。

３ 浄化槽設備士が免状又は設備士証の書換えを受けたときは、遅滞なく、従前の免状又

は設備士証を国土交通大臣に提出しなければな




